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（６）食中毒発生及び異物混入への対応 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

※ 嘔吐物の処理については「嘔吐時の対応マニュアル」を参照 

 

 

① 人体に有害と思われる異物の混入    喫食を中止し、連絡 

② 異味・異臭を感じた時         喫食を中止し、連絡 

 

 

   

               ①②の状況によっては、熊本県教育委員会 

                        （体育保健課）まで連絡する。 

 

食中毒の発生 担任・担当者 

○ 熊本赤十字病院   

０９６－３８４－２１１１ 
○ 熊本市民病院 

０９６－３６５－１７１１ 
○ 芹川消化器内科クリニック（学校医） 

０９６－３６８－３９２６ 
○ みなみ調剤薬局（学校薬剤師） 

０９６－３５１－５１１２ 
○ 熊本市保健所（食品保健課） 

０９６－３６４－３１８８ 

  ○ 東区役所 ０９６－３６７－９１１１ 

【関係機関】 

報
告 

指
示 

学部主事 

校長･教頭 養護教諭 
(内線 136) 

搬
送 

連
絡 

重い症状 

医療機関 

担任は、保護者等へ連絡(帰宅後の様子確認)学部主事、教頭へ報告 

指示 

◎医療機関へ搬送 

状況により救急車やタクシー 

◎担任は保護者へ連絡 

状況の説明 

※保険証持参 

軽い症状 

盲学校（給食室） 
    (内線 9131) 
学校医(薬剤師) 
保健所 
東区役所 
県教委（体育保健課） 
 

報告 

連絡 

検食及び給食時 

担任等 
検食者（校長・教頭） 

栄養教諭 

・全幼児・児童・生徒に

喫食中止を指示 

・聾・はばたきへ連絡 

異物混入事故発生 

保健主事 または 

各学部健康教育部 

≪症状がない場合≫ 

通常下校し、保護者へ

健康観察を依頼 


